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次  第 
 

 

○審議会第１回会議 

１  開会 

２  諮問 

３  議事 

 （１）越谷市労働報酬等審議会の審議経過等について 

 

（２）報告事項 

①令和元年度労働報酬下限額適用案件の履行状況等について 

②アンケート結果について 

③令和２年度労働報酬下限額適用案件の発注状況について 

    

（３）協議事項 

①業務委託等に係る労働報酬下限額について 

 

４  その他 

５  閉会 
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村 上  正 文 事 業 者 越谷市建設業協会 
といし   まさき 
戸 石 真 樹 労 働 者 埼玉土建一般労働組合越谷支部 書記長 
やました  ひろゆき 
山 下 弘 之 労 働 者 連合埼玉東部地域協議会 幹事 

 



 

 

 

 

 

資料１ 
 

 

令和２年度 越谷市労働報酬等審議会 第１回会議 資料 

 

 

 

 

 

 

【越谷市労働報酬等審議会の審議経過等について】 

 

  

 



 

 

１ 審議会の目的 
越谷市公契約条例（平成２９年４月１日施行）に基づく労働報酬下限額を決定するに

あたり、その過程の透明性や、水準の妥当性、公平性等を確保するため、市長からの諮

問に応じて調査・審議を行うものです。 

  ○労働報酬下限額とは 

    公契約に係る適正な労働環境を確保する観点から、市が独自に定め、受注者に対

して義務付ける賃金の下限額（建設工事の各職種及び業務委託ごとに設定） 

 

２ 審議会開催状況 

 

 

３ 答申（昨年度） 
別添のとおり 

 
４ 労働報酬下限額の設定 
○工事の請負の契約に係る労働報酬下限額 

平成２９年度 平成２９年度公共工事設計労務単価の９０パーセントを基準 

平成３０年度 平成３０年度公共工事設計労務単価の９０パーセントを基準 

令和 元年度 令和元年度公共工事設計労務単価の９０パーセントを基準 

令和 ２年度 令和２年度公共工事設計労務単価の９０パーセントを基準 

○業務の委託に関する契約及び指定管理協定に係る労働報酬下限額 

平成２９年度 ９３０円（１時間当たり） 

平成３０年度 ９６０円（１時間当たり） 

令和 元年度 ９６０円（１時間当たり） 

令和 ２年度 ９８５円（１時間当たり） 
 

平成２８年度 場所 議題等

第1回会議 平成２９年１月１２日（木） 10:00～12:00 本庁舎２階庁議室 委嘱式、諮問、業務委託等に係る労働報酬下限額について

第2回会議 平成２９年１月２５日（水） 14:30～16:30 本庁舎５階第４委員会室 業務委託等に係る労働報酬下限額について

第3回会議 平成２９年２月１３日（月） 13:30～15:30 中央市民会館５階 特別会議室 建設工事に係る労働報酬下限額について

答申式 平成２９年２月１７日（金） 13:45～14:10 本庁舎２階庁議室 答申

平成２９年度 場所 議題等

第1回会議 平成３０年１月１０日（水） 15:00～17:10 本庁舎５階第４委員会室 諮問、業務委託等に係る労働報酬下限額について

第2回会議 平成３０年２月１４日（水） 10:00～11:05 中央市民会館５階特別会議室 業務委託等、建設工事に係る労働報酬下限額について

答申式 平成３０年３月１３日（火） 11:00～11:25 本庁舎２階庁議室 答申

平成３０年度 場所 議題等

第1回会議 平成３０年１１月２２日（木） 14:00～16:10 本庁舎５階第４委員会室 諮問、業務委託等、建設工事に係る労働報酬下限額について

答申式 平成３１年１月７日（月） 13:00～13:25 本庁舎２階庁議室 答申

令和元年度 場所 議題等

第1回会議 令和元年１０月２日（水） 14:00～15:00 本庁舎２階庁議室 委嘱式、諮問、事前説明労働報酬下限額について

第2回会議 令和元年１０月１５日（火） 9:30～11:30 中央市民会館５階特別会議室 業務委託等に係る労働報酬下限額について

第3回会議 令和２年３月１２日（木） 14:00～15:00 中央市民会館５階特別会議室 建設工事に係る労働報酬下限額について

答申式 令和２年３月２４日（火） 13:00～13:30 本庁舎２階庁議室 答申

日時

日時

日時

日時



 

 
５ 下限額対象案件 

 工事請負 業務委託 指定管理協定 計 

平成２９年度 １１件 ４件 ０件 １５件 

平成３０年度 １９件 ３６件 ０件 ５５件 

令和 元年度 １６件 ２４件 ２件 ４２件 

 

６ 令和２年度審議会予定 

令和２年度 日時 議題等 

第１回会議 １０月２１日（水） 諮問、業務委託等に係る労働報酬下限額について審議 

答申  業務委託等に係る労働報酬下限額の答申 

下限額決定 １０月中 業務委託等に係る労働報酬下限額の決定 

第２回会議 ３月上旬 建設工事に係る労働報酬下限額について審議 

答申 ３月中旬 建設工事に係る労働報酬下限額及び付帯意見の答申 

下限額決定 ３月下旬 建設工事に係る労働報酬下限額の決定 
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資料２ 
 

 

令和２年度越谷市労働報酬等審議会第１回会議資料 
 

 

 

 

 

 

【報告事項】 

①  令和元年度労働報酬下限額適用案件の履行状

況等について 

②  アンケート結果について 

③  令和２年度労働報酬下限額適用案件の発注状

況について 
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① 令和元年度労働報酬下限額適用案件の履行状況等について 

 

令和元年度 

【労働報酬下限額適用案件数】 

工事請負   １７件 

業務委託   ２８件   

 指定管理協定  ２件  計４７件 

 

○工事請負 案件一覧 

№ 契約名 契約金額 業者名 

1 越谷市固定系デジタル防災行政無線整備工事 881,753,400  日本電気株式会社 

2 越谷市立川柳小学校校舎増築工事（建築） 369,600,000  高元建設株式会社 

3 越谷市立川柳小学校校舎増築工事（電気設備） 71,804,700 太洋電設工業株式会社 

4 越谷市立川柳小学校校舎増築工事（機械設備） 100,540,000  株式会社協和設備 

5 越谷市立保健センター外構整備工事 119,680,000 高元建設株式会社 

6 越谷第一ポンプ場遠方監視制御設備改修工事 91,300,000 メタウォーター株式会社 

7 越谷市立北陽中学校校舎外壁等改修工事 89,837,000 株式会社須賀工務店 

8 越谷市斎場空調設備改修工事 64,900,000 株式会社大林組東京本店 

9 かんがい排水等整備工事（３１－１） 53,900,000 山崎建設株式会社 

10 橋梁耐震整備工事（間久里新田橋） 231,000,000  株式会社鈴木組 

11 新川都市下水路築造工事３１－１ 140,360,000  山崎建設株式会社 

12 下水道築造工事（大竹中央通り線） 71,280,000 オザワロード株式会社 

13 橋梁補修工事（中堀橋） 76,780,000 三ツ和総合建設業協同組合 

14 公共下水道築造工事（新方川第１７号雨水幹線の支線）３１－１ 127,006,000  株式会社鈴木組 

15 御料堀ポンプ場耐震化改修工事 63,096,000 山崎建設株式会社 

16 大沢学童保育室建設工事 73,150,000 株式会社水谷工務店 

17 越谷市立光陽中学校校舎外壁等改修工事 65,780,000 有限会社大熊建設 

 

○業務委託 案件一覧 

№ 契約名 契約金額 業者名 

1 街路樹等管理委託（市道２３４０号線外５３か所） 31,164,600 有限会社片桐造園 

2 街路樹等管理委託（市道２１１０号線外３２か所） 31,164,600 株式会社深野造園 

3 街路樹等管理委託（市道１１３０号線外３２か所） 31,164,600 株式会社中新造園 

4 街路樹等管理委託（市道２３００号線外４３か所） 16,821,327 有限会社宝亀園 

5 街路樹等管理委託（市道１０５０号線外３１か所） 10,157,384 有限会社ｸﾘｰﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ緑屋 

6 除草業務委託（その２） 11,944,914 株式会社東武園芸 

7 公園等管理委託（越谷総合公園外２８か所） 36,113,000 株式会社中新造園 

8 公園等管理委託（越谷流通公園外２７か所） 32,900,100 株式会社東武園芸 

9 公園等管理委託（平方公園外１４か所） 24,373,400 株式会社東武園芸 

10 公園等管理委託（緑の森公園外１５か所） 22,148,571 株式会社サンエー緑化 

11 公園等管理委託（千間台第四公園外１８か所） 21,718,964 株式会社サンエー緑化 
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12 公園管理委託（大吉公園外１２か所） 22,068,967 株式会社深野造園 

13 公園等管理委託（北越谷第五公園外６か所） 21,098,715 株式会社深野造園 

14 公園管理委託（（仮称）大相模調節池親水公園） 20,432,401 株式会社サンエー緑化 

15 公園等管理委託（出羽公園外３か所） 13,118,000 株式会社中新造園 

16 公園等管理委託（鷺高第五公園外１４か所） 12,786,040 株式会社深野造園 

17 公園等管理委託（蒲生公園外１３か所） 9,760,167 株式会社サンエー緑化 

18 草刈清掃委託（西大袋その１） 14,039,200 株式会社中新造園 

19 草刈清掃委託（西大袋その２） 11,281,500 株式会社深野造園 

20 街路樹剪定委託（市道１１３０号線外５路線） 13,090,000 株式会社中新造園 

21 街路樹剪定委託（市道１１２０号線外３路線） 10,582,000 株式会社東武園芸 

22 街路樹剪定委託（市道２３５０号線外１１路線） 10,131,000 有限会社片桐造園 

23 越谷市被保護者就労支援事業業務委託（長期継続契約） 30,738,819 特定非営利活動法人ワーカ

ーズコープ 

24 越谷市生活困窮者自立相談支援事業業務委託（長期継続契約） 66,475,866 特定非営利活動法人ワーカ

ーズコープ 

25 越谷市障害者等相談支援事業業務委託（北部地区）（長期継続契約） 34,500,000 社会福祉法人つぐみ共生会 

26 越谷市障害者等相談支援事業業務委託（南部地区）（長期継続契約） 39,900,000 特定非営利活動法人結 

27 越谷市障害者等相談支援事業業務委託（東部地区）（長期継続契約） 39,900,000 社会福祉法人平徳会 

28 越谷市障害者等相談支援事業業務委託（西部地区）（長期継続契約） 39,900,000 医療法人秀峰会 

 

○指定管理協定 案件一覧 

№ 契約名 契約金額 業者名 

1 越谷市立老人福祉センター指定管理者基本協定 
284,000,000  

社会福祉協議会・シンコース

ポーツグループ 

2 越谷市民プール指定管理者基本協定 
47,300,000 

社会福祉協議会・シンコース

ポーツグループ 

 

 

【履行状況報告書提出件数】 

工事請負   １７件 

業務委託   ２８件    

指定管理協定  ２件  計４７件 
 

【従事労働者数】 

○履行状況報告書が提出された全案件の従事労働者数をまとめた一覧 

 
正社員 

ﾊﾟｰﾄ･ 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ 

その他 

(下請等) 
合計 

工事請負 ７４人 ４人 １，４９３人 １，５７０人 

業務委託 ２０３人 ５５人 ４６人 ３０４人 

指定管理 １５人 ８４人 ２６４人 ３６３人 

合計 ２９１人 １４３人 １，８０３人 ２，２３７人 
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【最低支払賃金額の報告状況】 

  

工事請負 
○履行状況報告書が提出された全案件のうち職種ごとの最低支払賃金額をまとめた一覧 

職種 労働報酬下限額 
最低支払賃金額 

（最低額） 

最低支払賃金額 

（最高額） 

特殊作業員 2,577 2,625 3,000 

普通作業員 2,273 2,274 2,600 

造園工 2,284 2,600 2,750 

とび工 2,970 3,000 3,375 

電工 2,610 2,650 3,262 

鉄筋工 3,004 3,100 3,700 

鉄骨工 2,790 3,000 3,000 

塗装工 2,970 3,000 3,200 

溶接工 3,150 3,375 3,500 

運転手（特殊） 2,723 2,800 3,300 

運転手（一般） 2,374 2,380 3,000 

トンネル特殊工 3,330 3,550 3,550 

トンネル作業員 2,700 2,800 2,800 

トンネル世話役 3,634 3,950 3,950 

橋りょう特殊工 3,432 3,500 3,500 

橋りょう塗装工 3,465 3,700 3,700 

橋りょう世話役 3,780 4,000 4,000 

土木一般世話役 2,633 2,660 3,900 

大工 2,847 2,950 2,950 

左官 2,982 3,100 3,200 

配管工 2,464 2,500 2,586 

防水工 3,207 3,250 3,250 

板金工 3,083 3,100 3,500 

サッシ工 2,824 3,125 3,125 

内装工 3,105 3,125 3,180 

建具工 2,726 2,875 2,875 

ダクト工 2,509 2,600 2,600 

保温工 2,543 2,800 3,000 

設備機械工 2,588 2,622 2,622 

交通誘導警備員

Ａ 
1,609 1,625 1,700 

交通誘導警備員

Ｂ 
1,418 1,480 1,700 
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業務委託 
○履行状況報告書が提出された全案件の最低支払賃金額をまとめた一覧 

労働報酬下限額 
最低支払賃金額 

（最低額） 

最低支払賃金額 

（最高額） 

９６０円 ９６０円 １，６６７円 

 

 

指定管理 
○履行状況報告書が提出された全案件の最低支払賃金額をまとめた一覧 

労働報酬下限額 
最低支払賃金額 

（最低額） 

最低支払賃金額 

（最高額） 

９６０円 ９９０円 ９９０円 
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②アンケート結果について 

 

【労働者向けアンケート】 

条例の周知状況等を確認することを目的に、条例に規定する労働報酬下限額の適用案件の労働

者を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

  令和元年度 

調査対象： 越谷市役所新庁舎建設工事（建築） 

      大沢学童保育室建設工事 

      市庁舎清掃業務委託(長期継続契約） 

調査期間： 令和元年１１月２７日～令和２年２月２９日 

調査内容： 別紙１のとおり 

 

 

【事業者向けアンケート】 

条例の実効性を確認することを目的に、条例に規定する労働報酬下限額の適用案件を受注した

事業者を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

  令和元年度 

調査対象： 労働報酬下限額適用案件を受注した２６事業者 

調査期間： 令和２年３月５日～令和２年３月２７日 

回答者数： １４事業者 

調査結果： 別紙２のとおり 
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③ 令和２年度労働報酬下限額適用案件の発注状況について 

 

令和２年度 

【労働報酬下限額適用案件数】 ※令和２年１０月９日現在 

工事請負   １８件 

業務委託   ２９件   

 指定管理協定  ２件  計４９件 

 

○工事請負 案件一覧 

№ 契約名 契約金額 業者名 

1 越谷市大沢地区センター・公民館改修工事（建築） 349,800,000 髙元建設株式会社 

2 越谷市大沢地区センター・公民館改修工事（機械設備） 130,900,000 株式会社ナカノヤ 

3 越谷市大沢地区センター・公民館改修工事（電気設備） 105,732,000 村川電気工業株式会社 

4 大相模保育所建設工事（建築） 227,590,000 有限会社大熊建設 

5 大相模保育所建設工事（機械設備） 67,100,000 株式会社ナカノヤ 

6 大相模保育所建設工事（電気設備） 56,629,100 株式会社大久保電気 

7 越谷第一ポンプ場遠方監視制御設備改修工事（雨水） 63,030,000 三菱電機株式会社 関越支社 

8 越谷市立光陽中学校校舎外壁改修工事 52,800,000 髙元建設株式会社 

9 越谷市斎場空調設備改修工事 78,760,000 株式会社大林組 東京本店 

10 市立病院冷温水発生機改修工事 108,399,500 株式会社協和設備 

11 橋梁耐震整備工事（間久里新田橋）その２ 125,950,000 株式会社鈴木組 

12 かんがい排水等整備工事（２－１） 78,650,000 山崎建設株式会社 

13 下水道築造工事（区１２－５号線外４路線） 78,650,000 オザワロード株式会社 

14 増森工業団地調整池改修工事 148,280,000 オザワロード株式会社 

15 公共下水道築造工事（新方川第１７号雨水幹線の支線）２－１ 140,800,000 株式会社鈴木組 

16 千疋幹線排水路整備工事２－１ 116,600,000 池中建設株式会社 

17 新川都市下水路築造工事２－１ 107,690,000 山崎建設株式会社 

18 大袋中学校外構改修工事 137,500,000 株式会社水谷工務店 

 

○業務委託 案件一覧 

№ 契約名 契約金額 業者名 

1 街路樹等管理委託（市道２３４０号線外５３か所） 32,670,000  有限会社片桐造園 

2 街路樹等管理委託（市道２１１０号線外３２か所） 22,847,000  株式会社深野造園 

3 街路樹等管理委託（市道１１３０号線外３２か所） 21,560,000  株式会社中新造園 

4 街路樹等管理委託（市道２３００号線外４３か所） 17,380,000  有限会社宝亀園 

5 街路樹等管理委託（市道１０５０号線外３１か所） 10,560,000  有限会社クリーンガーデン緑屋 

6 除草業務委託（その１） 11,374,000  株式会社深野造園 

7 除草業務委託（その２） 13,365,000  株式会社東武緑化サービス 

8 公園等管理委託（越谷総合公園外２７か所） 37,367,000  株式会社中新造園 

9 公園等管理委託（越谷流通公園外２７か所） 35,860,000  株式会社東武園芸 

10 公園等管理委託（緑の森公園外１５か所） 23,375,000  株式会社サンエー緑化 
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11 公園管理委託（大吉公園外１２か所） 23,353,000  株式会社東武緑化サービス 

12 公園等管理委託（平方公園外１４か所） 22,638,000  株式会社東武園芸 

13 公園等管理委託（千間台第四公園外１８か所） 22,275,000  株式会社サンエー緑化 

14 公園等管理委託（北越谷第五公園外７か所） 22,242,000  株式会社深野造園 

15 公園管理委託（（仮称）大相模調節池親水公園） 21,560,000  有限会社片桐造園 

16 公園等管理委託（出羽公園外３か所） 12,888,700  株式会社大樹 

17 公園等管理委託（鷺高第五公園外１４か所） 13,442,000  株式会社深野造園 

18 公園等管理委託（蒲生公園外１３か所） 10,002,300  株式会社大樹 

19 草刈清掃委託（西大袋その１） 11,484,000  有限会社クリーンガーデン緑屋 

20 草刈清掃委託（西大袋その２） 9,241,100  有限会社クリーンガーデン緑屋 

21 街路樹剪定委託（市道８００８７号線外８路線） 18,370,000  有限会社片桐造園 

22 街路樹剪定委託（市道２１９０号線外６路線） 12,100,000  株式会社中新造園 

23 街路樹剪定委託（市道１０２０号線外５路線） 11,055,000  有限会社クリーンガーデン緑屋 

24 児童館コスモス清掃業務委託（長期継続契約） 23,650,000 首都圏環境サービス株式会社 

25 児童館ヒマワリ清掃業務委託（長期継続契約） 
22,532,400 

株式会社リンレイサービス 埼玉

支店 

26 保健所・保健センター・夜間急患診療所清掃業務委託（長期継続契約） 87,714,000 日本環境マネジメント株式会社 

27 市立図書館施設・設備等保守管理業務委託（長期継続契約） 
21,186,000 

アイル・コーポレーション株式会

社 越谷支店 

28 市立図書館清掃業務委託（長期継続契約） 
22,473,000 

アイル・コーポレーション株式会

社 越谷支店 

29 越谷市障害者就労支援事業業務委託（長期継続契約） 53,356,688 ウェルビー株式会社 

 

○指定管理協定 案件一覧 

№ 契約名 契約金額 業者名 

1 市民活動支援センター 520,000,000 アイル・オーエンスグループ 

2 斎場 134,000,000 ＰＦＩ越谷広域斎場株式会社 
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アンケート調査結果 
調査期間：令和２年３月５日～令和２年３月２７日 ※再催促７月３１日まで 

回答事業者：１４社 （全２６事業者） 

 
 

問1  本市の公契約条例について、どの程度理解できていると思いますか。 

1 理解できている 2社 

2 ほぼ理解できている 10社 

3 あまり理解できていない 2社 

4 理解できていない  

 

 

問2  条例では、労働報酬下限額適用案件の受注者は、労働報酬下限額等の事項をその業務に従事する労働者

（以下「対象労働者」という。）へ周知することとされていますが、どのような方法で周知を行いましたか。

（複数回答可） 

    その他の場合は、その内容を「その他」欄にご記入ください。 

1 受注者が各対象労働者に書面で周知 5社 

2 下請業者に各対象労働者へ書面で周知するよう依頼 2社 

3 作業場事務所・労働者控室への掲示 9社 

4 受注者が各対象労働者へ口頭により説明 5社 

5 下請業者に各対象労働者へ口頭により周知するよう依頼 2社 

6 その他 （内容をご記入ください）  

      

 

 

 

問3  公契約条例に関して、対象労働者からの相談や質問、苦情等はありましたか。  

1 相談等があった  

2 相談等はなかった 14社 

 

 

問4  （問3において「1 相談等があった。」と回答した場合のみご回答ください。） 

    相談等の内容はどのようなものでしたか。 

記入欄 
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問5  公契約条例は、労働環境の整備に効果があったと思いますか。 

また、その理由をご記入ください。 

1 効果があったと考える 2社 

2 今は効果が見られないが、今後効果があると考える 8社 

3 効果はない。今後も効果はないと考える 3社 

4 その他 1社 

                           

※何故そう思うのか理由もご記入ください。 

・少しずつ内容が見直され、下請業者の意識改革がされてきているため（回答2） 

・今回従事して頂いた労働者の方々におかれましては労働環境において改善を要望する方が居なかったた

めですが、労働環境に対し条例により改善を図れるというのは労働者にとってはとても重要であり今後

において効果があると感じます（回答2） 

・下請協力会社は、品質・コスト・工期・安全面を考慮し選定しており、評価が低い下請協力会社は取引

しないルール付けをしている。また、お互いに対等の立場で契約を交わしている（回答4） 

・越谷市以外の自治体にはこのような条例がないと思われるため（回答3） 

・各工事現場において労働者が安心して作業ができると思います（回答2） 

・労働者の労働条件や環境の確保につながり今後効果があると考える(回答2) 

・９６０円では最低賃金とほとんど変わらないため（回答3） 

・既に条例以上の雇用内容となっている為（回答3） 

・適正な労働条件の確保に努めることが明確となったため（回答1） 

 

 

問7  公契約条例の適用となったことにより、対象労働者の労働意欲の向上につながる効果があったと思いま

すか。また、その理由をご記入ください。 

1 効果があったと考える 2社 

2 今は効果が見られないが、今後効果があると考える 8社 

3 効果はない。今後も効果はないと考える。 3社 

4 その他 1社 

 

※何故そう思うのか理由もご記入ください。 

・問5により見直しされてくれば向上するかと思われる（回答2） 

・労働環境の改善を希望する方にとっては今後労働意欲の向上につながると思います（回答2） 

・労働者の減少が顕著である状況下で、労働者を確保するうえでも賃金等労働環境の整備には各下請協力

会社は工夫・改善している（回答4） 

・労働者から特に意見等もなかったため（回答3） 

・直ぐには効果は見られないと思いますが、徐々に効果は上がると思います（回答2） 

・適正な労働報酬により労働者の雇用につながると思う（回答2） 

・９６０円では最低賃金とほとんど変わらないため（回答3） 

・既に条例以上の雇用内容となっている為（回答3） 

・契約に従事する労働者の労働環境が整備されることとなったため（回答1） 
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問8  労働報酬下限額適用案件の労働者賃金は、他に受注している工事や業務委託と比べて高いですか、低い

ですか。 

また、その理由をご記入ください。 

1 高い 4社 

2 低い  

3 変わらない 8社 

               未回答 2社 

※理由もご記入ください。 

・他の工事と比べた場合高いと思われます（回答1） 
・他の工事でのこのような調査は実施してませんので、実際賃金の高低は不明です（回答3） 
・元請負者にとっては、経費も掛かるので、明記している賃金は高いと思います。（回答1） 
・介護給付で労働する者も同じくらいの賃金水準のため（回答3） 
・他に受注している事業がない為、わかりません（未選択） 
・条例により、市独自の最低賃金を設定しているため（回答1） 

 

 

問9  労働報酬下限額適用案件の契約締結時に配布しました「越谷市公契約条例の手引き」に記載の説明内容

について不明点等があり見直しが必要と思いますか。 

1 必要である 1社 

2 必要でない 13社 

       

            

問10  （問9において「1 必要である」と回答した場合のみご回答ください。） 

    見直しが必要な内容はどのようなものですか。 

見直し

内容欄 

労働者の給与に関しては、その労働者の所属する会社の給与形態によるものなので、給

与計算を行う場合に労働者個人の月給での計算では、その工事における労働環境の改善

を担う施策となるか見直しが必要と感じました。 

 

 

問11  令和元年度の労働報酬下限額の金額について、どのように感じましたか。 

1 高い 3社 

2 低い 1社 

3 適当な金額である 9社 

                 未回答 1社 

 

問12  令和元年度中に、一部の案件について、労働報酬下限額適用契約に従事する労働者を対象とした調査

を実施しました。今後、対象案件を拡大して、労働者を対象とした調査を検討しております。 

実施にあたり、対象契約の受注者へご協力をお願いすることとなりますが、調査方法等についてご意

見がありましたらご記入ください。 

なるべく簡素化した設問でお願いします 

 

 

問13  その他本市の入札・契約制度に関してご意見等がありましたらご記入ください。 

また、今までご回答いただいた内容について、補足等がありましたら併せてご記入ください。 

労働基準法を違反している業者や、社会保険未加入業者が入札に参加し契約するのは如何でしょうか。是

非ご検討願います。 

 



別紙１ 
令和元年度 労働者向けアンケート 

 

 

アンケート調査結果 
調査期間：令和元年１１月２７日～令和２年２月２９日 

送付対象案件：３件 回答：６３者  
 

問1  あなたが今働いている現場は、市の公契約条例の対象工事であり、市が独自に決めた労働報酬下限額以

上の賃金が支払われることが約束されていますが、このことを知っていますか。 

1 知っている。 33者 

2 知らない。 30者 

 

問2  （問1で「知っている。」と答えた方のみ御回答ください） 

    公契約条例についてどうやって知りましたか。その他の場合は、その内容をご記入ください。 

1 現場（職場）の掲示物（ポスター等）で知った。 5者 

2 現場で配布されたチラシで知った。 5者 

3 現場の朝礼や新規入場者教育で知った。 3者 

4 勤務先からの説明等で知った。 18者 

5 その他 （内容をご記入ください） 1者 

内容 

1 テレビ 

未回答：１者 

 

問3  あなたが今働いている工事での賃金は、他の工事と比べて高いですか、低いですか。  

1 高い。 4者 

2 低い。 7者 

3 変わらない。 16者 

4 わからない。 12者 

未回答：１者 

 

問4  労働報酬下限額は、普通作業員や電工、配管工などの職種ごとで異なりますが、あなたは労働報酬下限

額以上の賃金をもらっていますか。 

1 もらっている。 39者 

2 もらっていない。 2者 

3 わからない。 21者 

未回答：１者 

 

問5  （問４で「もらっていない。」と答えた方のみ御回答ください） 

    労働報酬下限額以上の賃金をもらっていない理由をご記入ください。 

   （例：本来の職種と違う、労働報酬下限額が低い職種（具体的な職種）で登録されているため。等） 

理由記入欄 

1 会社の取り分が多いため 

2 ２次の為 
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問6  あなたは、元請負事業者の従事者ですか。下請負事業者の従事者ですか。 

1 元請負事業者。 1者 

2 下請負事業者。 35者 

3 わからない。 4者 

 

 

 

問7  （問６で「下請負事業者。」と答えた方のみ御回答ください） 

何次下請にあたるか御回答ください。 

1 １次下請。 15者 

2 ２次下請。 13者 

3 ３次下請以降。 3者 

4 わからない。 3者 

    未回答：1者 

 

問8  公契約条例の対象となった工事の労働者は、労働報酬下限額を下回った賃金が支払われている場合に 

   市または受注者（元請業者）にその旨の申し出をすることができます。このことを知っていますか。 

1 知っている。 29者 

2 知らない。 26者 

未回答：8者 

 

問9  その他、公契約条例について、ご意見がございましたらご記入ください。 

意見欄 

1 安定補償がほしい 

2 残業手当がない 

3 日数と全休など計算しないとわかりにくいです 
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